
湯村温泉バスの旅

料金表（消費税・サービス料込）

平日・休日

（4/29～5/6、8/5～8/15は休前日の料金設定）

31,500 34,000 36,500
35,500 37,500
平日：22,500円　休前日：25,000円

お問い合わせください

40,000休前日
10歳～12歳

6～9歳お子様ランチ

4名1室 3名1室 2名1室

料金表（消費税・サービス料込）

平日・休日
但馬牛
すき焼き
又は

しゃぶしゃぶ
会席

29,000 30,000 31,000
31,000 32,000

お問い合わせください
お問い合わせください

33,000休前日
34,500 35,500 36,500特別日

10歳～12歳
6～9歳お子様ランチ

4名1室 3名1室 2名1室

平日・休日

月替会席

34,500 35,500 36,500
37,000 38,000

お問い合わせください
お問い合わせください

39,000休前日

40,000 41,000 42,000特別日
10歳～12歳

6～9歳お子様ランチ

大阪発着高速バスで行く 1 泊2 日

往復のバス代 宿泊代と がセット！往復のバス代 宿泊代と がセット！

但馬牛すきやきorしゃぶしゃぶ会席 月替会席

公式HPはこちら

公式HPはこちら

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。

但馬の食材をふんだんに使用した
お料理と技の饗宴

ご夕食をお選びいただけます
グループ様同メニューとなります

自
家
源
泉
な
ら
で
は
の

豊
富
な
湯
量
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し
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だ
さ
い



湯村温泉観光ガイドのご案内

観光ガイド予約申し込みについて

　湯村温泉の源泉“荒湯”は摂氏98度の高温泉で約1200年前、
慈覚大師円仁によって発見されたと伝えられています。源泉の
湧出量は毎分470ℓと豊富で、各家庭に配湯され、住民の生活
に温泉は深く関わっています。
　湯村温泉での皆様の思い出づくりのお手伝いが出来ます様、
ご案内させていただきます。

◎観光ガイドの予約申し込みは必要事項記載の上、予定日の
14日前までに観光協会へFAXにて届け出が必要です。
◎ガイドの都合により、希望日時に予約が出来ない場合は
ご了承ください。
◎ガイド料金は、ガイド者1名につき、60分1,500円＋180円
×人数となります。　※180円は加入保険代です。
◎当日キャンセルの場合、ガイド料金を全額ご負担頂きます
のでご了承ください。

お申し込み・お問い合わせ
湯村温泉観光協会（商店案内所）

〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯98
時間／9：00～18：00　休館日／1月1日

TEL：0796-92-2000　FAX：0796-92-2011

施設のご案内
遊び心で心も体もリフレッシュ！リゾート気分120％
リフレッシュパークゆむらで「健康をおいしく食べましょう！」

◎行き ◎帰り
大阪

（阪急三番街バスターミナル）

湯村温泉 15：19

12：20

大阪
（阪急三番街バスターミナル）

湯村温泉 10：30

13：42

大阪（阪急三番街バスターミナル）　　　　　　　　　　　　湯村温泉到着 宿まで各自移動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

湯村温泉　　　　　　　　　　　　大阪 ( 阪急三番街バスターミナル )

1日目

2日目

翌日ご出発までフリータイム
＜高速バス利用＞

＜高速バス利用＞

この旅行は全但バス株式会社（兵庫県養父市八鹿町八鹿113番地の1兵庫県知事登録旅行業第2－670号
以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行 
契約を締結することになります。また旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書、最終確定 
書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。旅行条件書はお申込み前にお読みください。 
◆旅行のお申し込み及び契約成立時 
(1)所定の申込書に所定事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みください。 
 お申込金は旅行代金の一部、取消料に充当させていただきます。 
(2)電話、郵便、ファクシミリでのお申し込みの場合、当社が予約承諾の旨通知した翌日 
 から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 
(3)旅行契約は当社が契約の締結を受託し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
◆お申込金 
旅行代金(お一人様)      申込金又は預り金の額(お一人様) 
15 万円以上 ・・・・・・・ 3 万円以上旅行代金まで 
10 万円以上15 万円未満・・ 2 万円以上旅行代金まで 
6 万円以上10万円未満  ・・  1 万 2千円以上旅行代金まで 
6 万円未満 ・・・・・・・・ 1 万円以上旅行代金まで 
◆旅行代金のお支払い/旅行代金の残金は旅行開始の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる 
日までにお支払い願います。 

◆旅行代金に含まれるもの/旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、及び消費税 
など諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則払い戻しいたしません。 
(日程に含まれない交通費などの諸費用及び個人的費用は含みません) 
◆変更/天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止及び運賃、スケジュールの変更の場合は 
旅行日程及び旅行代金を変更することがあります。このチラシの日程及び旅行代金は2022年 3月1日 
現在を基準としています。 
◆特別補償/当社は募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づきお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な 
外来事故、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について規定の範囲内で補償金又は見舞金 
をお支払いします。 
◆免責事項/お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は損害の責任は負いません。 
◎災害天変・暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 
◎運送・宿泊機関の事故もしくは天災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 
◎官公署の命令又は伝染病による隔離◎自由行動中の事故◎疾病 
◆旅行中止/最少催行人員（1人）に満たない場合及び運送機関の大幅なスケジュールの変更により、旅行 
実施不可能になった際は、旅行を中止することがあります。旅行中止の場合はお知らせし、当社がお預かり
している旅行代金の全額をお返しいたします。 

◆添乗員/同行いたしません。 
◆取消料/旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対しておひとり
につき下記の料率で取消料をいただきます。 

取消料 備考
無　　　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

取り消し日

③7日目以降（③～⑥までに揚げる場合は除く）

④前日の解除

⑤当日の解除 ※⑥に揚げる場合を除く

⑥旅行開始後又は無連絡不参加

①21日目（日帰りにあっては11日目）以前

②20日目（日帰りにあっては10日目）以降
　※（③～⑥までに揚げる場合は除く）

【旅行企画・実施】 
兵庫県知事登録旅行業第2－670号
総合旅行業務取扱管理者 谷口道広 

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

※各コース
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開　始　日


